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地域建設業経営強化融資制度に係る金利助成の終了について 
 
 
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本会の活動に格段のご

高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このほど建設業振興基金より本会に対し、別添のとおり標記制度の金

利助成の終了について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。 
以上 
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平成27年９月11日
土地・建設産業局
建 設 市 場 整 備 課

＜地域建設業経営強化融資制度＞
１．金利助成等の終了
２．電子記録債権を活用したスキームの導入

１．金利助成等の終了
国土交通省においては、中小・中堅元請建設企業の資金調達の円滑化を図

るため、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度（地域
建設業経営強化融資制度）を創設し、本制度における中小・中堅元請建設企
業の負担を軽減するための基金（建設業金融円滑化基金）を（一財）建設業
振興基金に造成し、金利助成等の助成を行ってまいりました。
今般、助成の原資となる建設業金融円滑化基金が枯渇するため、金利助成

等については、平成27年9月30日（水）までの融資実行分をもって終了するこ
ととしましたのでお知らせいたします。
※ 金利助成等の終了後も、公共工事に係る工事請負代金の譲渡を活用した
融資スキームについては、引き続きご利用いただけます。

２．電子記録債権を活用したスキームの導入
本制度の利用にあたっての中小・中堅元請建設企業の印紙税等の負担を軽

減するため、電子記録債権を活用したスキームの導入準備を進めてきたとこ
ろですが、今般、利用にあたっての契約書等の準備が整いましたのでお知ら
せいたします。
各種書式については （一財）建設業振興基金のＨＰをご覧ください。、

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html

※ 本スキームにおける工事の出来高を超える部分に係る金融保証の利用に
ついては、現在調整中ですので、契約書等の準備が整い次第、公表するこ
ととしております。

＜お問い合わせ先＞
土地・建設産業局建設市場整備課

建設市場整備推進官 村川 奏支
課長補佐 大島 久幸
企画係長 原 辰幸
ＴＥＬ：03-5253-8111

（内線24829）
直 通：03-5253-8281
ＦＡＸ：03-5253-1555

（一財）建設業振興基金 金融・経理支援センター
金融支援課長 海宝 政弘
同課長代理 河原 隆章
ＴＥＬ：03-5473-4575

 

 



現行制度（地域建設業経営強化融資制度）との比較：実務フロー面

1

現行制度の
実務フロー

［比較内容まとめ］

工事請負債権譲渡に係る一連の
手続き（左図①～③）は不変。

転貸融資に係る一連の手続き（左
図④～⑤）は消滅。

替わりに、電子記録債権の発行・
割引資金入金に係る一連の手続き
（左図④～⑤）が新設。

公共工事等の発注者

金

融

機

関
事業協同組合等 建設企業

①工事請負代

金債権等の

譲渡の申請

②工事請負代

金債権等の

譲渡の承諾

③工事請負代金債権等の譲渡

④出来高確認後、転

貸資金の調達 ⑤転貸資金の融資

⑥工事代金の支払

電子記録債権を

活用したスキームの
実務フロー

債務保証（保証人：建設業振興基金）
（基金名：建設業安定化基金）

現行制度と電子記録債権を活用したスキームの実務フロー

公共工事等の発注者

事業協同組合等 建設企業

金融機関

①工事請負代

金債権等の

譲渡の申請

②工事請負代

金債権等の

譲渡の承諾

③工事請負代金債権等の譲渡

⑥工事代金の支払

④出来高確認後、支払いの指図

⑤電子記録債権の発行・割引資金入金

［制度利用前の事前手続き］

・電子記録債権の受取人としての

利用者登録手続きを実施
（電子記録債権の受取と同時に割

引資金を受け取る内容で登録）

※ご案内は金融機関で一括対応
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ノンリコース割引極度開設

［新スキームにおける必要要件］

〇 本制度における電子記録債
権の割引は、本制度を利用する
建設企業の信用力に依拠しな
いノンリコース割引とする。

〇 本制度において事業協同組
合等が発行する電子記録債権
は、建設企業による下請企業等
への裏書譲渡を不可とする。
（上記のノンリコース割引を目的
とするものを除く）

〇 本制度において金融機関か
ら本制度を利用する建設企業
への割引資金の受け渡しは、割
り引かれる電子記録債権の発
行日当日中に行われることを原
則とする。
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債務保証（保証人：建設業振興基金）
（基金名：建設業安定化基金）


